
 原則として小学生以上が登録でき、１０名以上が必要です。これは少年たちがグループとして 
集団活動を行う場合、より成果が得られるための一応の目安として原則的に定めているものです。 
ただし、小学生以下の団員が含まれる場合も、活動の種目によって考えられます。 
 登録人数につきましては、柔軟に対応していきたいと思いますので、ご相談下さい。 
 
 
 

 団の継続・発展に欠かせないのがリーダーの存在です。たんに指導者の補助的存在としてだけ 
でなく指導者の方針にしたがって団員の気持ちを理解してグループをまとめ、さらに目標に向かっ 
てグループを前進させる役割は大きなものがあります。場合によっては指導者以上の効果を発揮 
することさえあります。 
 
 
 

 スポーツ少年団には、必ず２０歳以上の成人指導者１名以上が必要です。もちろん２名以上の 
多くの指導者がいることが望ましいのですが、２名以上の場合は団の代表指導者を決めていただ 
くことになります。この代表指導者は２団以上の代表指導者を兼ねる事はできません。 
《 １団１有資格指導者必置制 》 
    前年度から継続して登録する更新団・・・最低１名の有資格指導者（認定育成 

        員か認定員）が必要です。 
新 規 に 登 録 す る 団・・・登録した年度中に指導者の誰かが資 

格を取得することが条件です。 
 
  ※ 認定員養成講習会は、毎年、（財）佐賀県体育協会スポーツ少年団で実施しています。 
 
 
 

 育成母集団という名称は、スポーツ少年団活動を支える“母体となる集団”という意味で、母親 
たちの集団ということではありません。スポーツ少年団は、生涯にわたってスポーツを楽しむこと 
ができる地域クラブを目指して活動する団体ですから、単に子どもたちだけの集団ではなく、やが 
ては大人も含めた地域集団の形成を目標としています。 
 したがって育成母集団は、子どもたちを財政面・労力面・精神面で支援するばかりでなく、地域 
に住むすべての大人自身もスポーツや文化活動を楽しむことができるシステムを地域に形成しよう 
とする、極めて重要な意味と役割を持っています。 
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